
宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
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宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第24号

宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則

宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則（平成９年宮崎県規則第53号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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規規 則則

改正後改正前

（入居補充通知）

第３条 ［略］

（期限付入居の要件等）

第３条の２ 条例第８条の２第１項の規則で定める要件は、次の各

号のいずれかに該当することとする。

（１） 周辺地域における学校教育法（昭和22年法律第26号）第１

条に規定する小学校及び中学校の立地状況、当該一般県営住宅

の住戸面積その他の事情を勘案し、子育てに適すること。

（２） 県営住宅建替事業により、除却が予定されていること。

２ 前項第１号に掲げる要件を満たす一般県営住宅（以下「子育て

世帯向け期限付一般県営住宅」という。）に係る条例第８条の２

第１項の規則で定める条件は、配偶者（婚姻の届出をしないが事

実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。

）及び２人以上の小学校就学の始期に達するまでの子と同居して

いることとする。

３ 条例第８条の２第１項の規則で定める期間は、次の各号に掲げ

る期間とする。

（１） 子育て世帯向け期限付一般県営住宅の入居の期間は、入居

可能日（条例第10条第６項に規定する入居可能日をいう。以下

同じ。）からア又はイに掲げる場合に応じ、それぞれア又はイ

に掲げる日までとする。

ア 入居可能日において同居している子のうち最も年齢の低い

子が12歳に達する日の属する年度の末日までの期間が10年以

上の場合は、当該子が12歳に達する日の属する年度の末日

イ 入居可能日において同居している子のうち最も年齢の低い

子が12歳に達する日の属する年度の末日までの期間が10年未

満の場合は、当該子が15歳に達する日の属する年度の末日

（２） 第１項第２号に掲げる要件を満たす一般県営住宅の入居の

（入居補充通知）

第３条 ［略］
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期間は、３年以内とする。ただし、県営住宅建替事業に支障が

生じないと認められる場合において、当該入居者が退去するこ

とが困難であると知事が認めるときは、その入居の期間を２年

を超えない範囲内で延長することができる。

４ 前３項に定めるもののほか、期限付一般県営住宅に関し必要な

事項は、知事が別に定める。

（期限付入居の手続）

第３条の３ 条例第８条の２第３項の規定による説明は、期限付一

般県営住宅の入居決定に関する説明書（別記様式第４号の２）を

交付することにより行うものとする。

２ 条例第８条の２第４項の規定による書面の提出は、条例第10条

第１項第１号に掲げる手続と併せて期限付一般県営住宅の入居決

定に関する承諾書（別記様式第４号の３）により行うものとする

。

３ 条例第８条の２第６項の規定による通知は、期限付一般県営住

宅の入居期間満了通知書（別記様式第４号の４）により行うもの

とする。

４ 前３項の規定は、前条第３項第２号ただし書の規定により、入

居の期間を延長する場合に準用する。

（入居決定通知）

第４条 条例第９条第１項（条例第47条、第55条、第59条、第62条

及び第64条において準用する場合を含む。）の規定による通知は

、県営住宅入居決定通知書（別記様式第５号）により行うものと

する。ただし、期限付一般県営住宅の入居決定者に対する通知は

、期限付一般県営住宅入居決定通知書（別記様式第５号の２）に

より行うものとする。

（家賃決定通知）

第10条 知事は、条例第11条第１項本文（条例第64条において準用

する場合を含む。）の規定による家賃の額について、県営住宅入

居決定通知書（別記様式第５号）若しくは期限付一般県営住宅入

居決定通知書（別記様式第５号の２）又は収入認定通知書（別記

様式第14号）により入居決定者又は入居者に通知するものとする

。

２ ［略］

（入居決定通知）

第４条 条例第９条第１項（条例第47条、第55条、第59条、第62条

及び第64条において準用する場合を含む。）の規定による通知は

、県営住宅入居決定通知書（別記様式第５号）により行うものと

する。

（家賃決定通知）

第10条 知事は、条例第11条第１項本文（条例第64条において準用

する場合を含む。）の規定による家賃の額について、県営住宅入

居決定通知書（別記様式第５号）又は収入認定通知書（別記様式

第14号）により入居決定者又は入居者に併せて通知するものとす

る。

２ ［略］
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この規則は、公布の日から施行する。
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